
平
成
十
九
年
五
月
十
六
日
提
出

質

問

第

二

二

七

号

イ
ラ
ク
支
援
活
動
に
係
わ
る
今
後
の
費
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

小

宮

山

泰

子

227



イ
ラ
ク
支
援
活
動
に
係
わ
る
今
後
の
費
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
を
国
会
に
提
出
し
て
い
る
が
、
同
法
の
二
年
間
延
長
で
、
今
後
、
イ
ラ
ク
支
援
活
動
関
連
の
費
用
は
い
く
ら
掛
か

る
か
伺
い
た
い
。

法
案
を
提
出
す
る
と
き
、
ど
れ
ほ
ど
の
支
出
を
伴
う
か
を
示
す
の
は
内
閣
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
関
連
費
用
の
内
訳

を
明
示
し
、
支
出
見
込
み
総
額
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。


